
広
島
県
環
境
県
民
局
循
環
型
社
会
課

2
0

1
4
年

9
月

啓
発

素
材

を
用

い
た
住

民
へ
の

説
明

方
法

に
つ
い
て

2

い
ま

ま
で

の
啓

発
方

法

■
浄

化
槽

の
適

正
な

維
持

管
理

を
し

て
も

ら
う

た
め

に
■

浄
化

槽
の

適
正

な
維

持
管

理
を

し
て

も
ら

う
た

め
に

■
浄

化
槽

の
適

正
な

維
持

管
理

を
し

て
も

ら
う

た
め

に
■

浄
化

槽
の

適
正

な
維

持
管

理
を

し
て

も
ら

う
た

め
に

.
 
.
 
.

.
 
.
 
.

.
 
.
 
.

.
 
.
 
.

維
持
管
理
に
つ
い

維
持
管
理
に
つ
い

維
持
管
理
に
つ
い

維
持
管
理
に
つ
い

て
チ
ラ
シ
を
作
り
，

て
チ
ラ
シ
を
作
り
，

て
チ
ラ
シ
を
作
り
，

て
チ
ラ
シ
を
作
り
，

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や

広
報
誌
な
ど
で
呼

広
報
誌
な
ど
で
呼

広
報
誌
な
ど
で
呼

広
報
誌
な
ど
で
呼

び
か
け
て
き
ま
し
た
。

び
か
け
て
き
ま
し
た
。

び
か
け
て
き
ま
し
た
。

び
か
け
て
き
ま
し
た
。

１
．
現
状
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２
．
課
題
と
取
組
の
方
向
性

維
持

管
理

に
関

す
る

住
民

の
理

解
促

進
に

向
け

た
説

明
や

普
及

啓
発

維
持

管
理

に
関

す
る

住
民

の
理

解
促

進
に

向
け

た
説

明
や

普
及

啓
発

維
持

管
理

に
関

す
る

住
民

の
理

解
促

進
に

向
け

た
説

明
や

普
及

啓
発

維
持

管
理

に
関

す
る

住
民

の
理

解
促

進
に

向
け

た
説

明
や

普
及

啓
発

取取取 取
組組組 組

ののの の
方方方 方

向向向 向
性性性 性

住
民

へ
の

意
識

調
査

等
で

わ
か

っ
た

課
題

住
民

へ
の

意
識

調
査

等
で

わ
か

っ
た

課
題

住
民

へ
の

意
識

調
査

等
で

わ
か

っ
た

課
題

住
民

へ
の

意
識

調
査

等
で

わ
か

っ
た

課
題

�
水

環
境

の
保

全
や

浄
化

槽
の

維
持

管
理

に
対

す
る

理
水

環
境

の
保

全
や

浄
化

槽
の

維
持

管
理

に
対

す
る

理
水

環
境

の
保

全
や

浄
化

槽
の

維
持

管
理

に
対

す
る

理
水

環
境

の
保

全
や

浄
化

槽
の

維
持

管
理

に
対

す
る

理

解
が

不
足

解
が

不
足

解
が

不
足

解
が

不
足

�
維

持
管

理
の

実
施

の
義

務
に

対
す

る
理

解
が

不
足

維
持

管
理

の
実

施
の

義
務

に
対

す
る

理
解

が
不

足
維

持
管

理
の

実
施

の
義

務
に

対
す

る
理

解
が

不
足

維
持

管
理

の
実

施
の

義
務

に
対

す
る

理
解

が
不

足

�
県

・
市

町
の

Ｈ
Ｐ

は
県

・
市

町
の

Ｈ
Ｐ

は
県

・
市

町
の

Ｈ
Ｐ

は
県

・
市

町
の

Ｈ
Ｐ

は
分

か
り

づ
ら

い
。

県
・

市
町

の
分

か
り

づ
ら

い
。

県
・

市
町

の
分

か
り

づ
ら

い
。

県
・

市
町

の
分

か
り

づ
ら

い
。

県
・

市
町

の

広
報

よ
り

も
関

係
事

業
者

の
説

明
で

知
っ

て
い

る
。

広
報

よ
り

も
関

係
事

業
者

の
説

明
で

知
っ

て
い

る
。

広
報

よ
り

も
関

係
事

業
者

の
説

明
で

知
っ

て
い

る
。

広
報

よ
り

も
関

係
事

業
者

の
説

明
で

知
っ

て
い

る
。

�
関

係
事

業
者

か
ら

の
説

明
で

は
，

自
ら

の
業

務
以

外
関

係
事

業
者

か
ら

の
説

明
で

は
，

自
ら

の
業

務
以

外
関

係
事

業
者

か
ら

の
説

明
で

は
，

自
ら

の
業

務
以

外
関

係
事

業
者

か
ら

の
説

明
で

は
，

自
ら

の
業

務
以

外

の
維

持
管

理
の

説
明

が
不

十
分

の
維

持
管

理
の

説
明

が
不

十
分

の
維

持
管

理
の

説
明

が
不

十
分

の
維

持
管

理
の

説
明

が
不

十
分

�
関

係
者

関
係

者
関

係
者

関
係

者
の

説
明

の
説

明
の

説
明

の
説

明
が

ば
ら

ば
ら

が
ば

ら
ば

ら
が

ば
ら

ば
ら

が
ば

ら
ば

ら
等等等 等

住
民
へ
の
さ
ら
な
る

住
民
へ
の
さ
ら
な
る

住
民
へ
の
さ
ら
な
る

住
民
へ
の
さ
ら
な
る

働
き
か
け
が
必
要

働
き
か
け
が
必
要

働
き
か
け
が
必
要

働
き
か
け
が
必
要

4

住
民

の
浄

化
槽

に
対

す
る

理
解

を
深

め
る

た
め

に
は

住
民

の
浄

化
槽

に
対

す
る

理
解

を
深

め
る

た
め

に
は

住
民

の
浄

化
槽

に
対

す
る

理
解

を
深

め
る

た
め

に
は

住
民

の
浄

化
槽

に
対

す
る

理
解

を
深

め
る

た
め

に
は

.
 
.
 
.

.
 
.
 
.

.
 
.
 
.

.
 
.
 
.
啓

発
活

動
の

充
実

啓
発

活
動

の
充

実
啓

発
活

動
の

充
実

啓
発

活
動

の
充

実
が

重
要

が
重

要
が

重
要

が
重

要

○
啓
発
素
材
の
改
良

○
啓
発
素
材
の
改
良

○
啓
発
素
材
の
改
良

○
啓
発
素
材
の
改
良

・
わ

か
り

や
す

い
・

わ
か

り
や

す
い

・
わ

か
り

や
す

い
・

わ
か

り
や

す
い

・
見

や
す

い
・

見
や

す
い

・
見

や
す

い
・

見
や

す
い

・
維

持
管

理
の

内
容

を
網

羅
し

た
も

の
・

維
持

管
理

の
内

容
を

網
羅

し
た

も
の

・
維

持
管

理
の

内
容

を
網

羅
し

た
も

の
・

維
持

管
理

の
内

容
を

網
羅

し
た

も
の

○
関
係
者
で
連
携
し
た
啓
発
を
実
施

○
関
係
者
で
連
携
し
た
啓
発
を
実
施

○
関
係
者
で
連
携
し
た
啓
発
を
実
施

○
関
係
者
で
連
携
し
た
啓
発
を
実
施

・
行

政
と

関
係

事
業

者
と

の
連

携
・

行
政

と
関

係
事

業
者

と
の

連
携

・
行

政
と

関
係

事
業

者
と

の
連

携
・

行
政

と
関

係
事

業
者

と
の

連
携

・
共

通
の

内
容

で
説

明
・

共
通

の
内

容
で

説
明

・
共

通
の

内
容

で
説

明
・

共
通

の
内

容
で

説
明

・
共

通
の

啓
発

素
材

の
活

用
・

共
通

の
啓

発
素

材
の

活
用

・
共

通
の

啓
発

素
材

の
活

用
・

共
通

の
啓

発
素

材
の

活
用

３
．
啓
発
活
動
の
取
組
の
方
針

①
わ
か
り
や
す
く
見
や
す
い
広
報
素
材
の
作
成

②
関
係
者
に
よ
る
共
通
し
た
説
明
の
実
施
→

事
業
者
説
明
会

取取取 取
組組組 組

方方方 方
針針針 針
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４
．
啓
発
活
動
の
見
え
る
化

啓
発
素
材
を
活
用
し
た
取
組
が
一
連
の
も
の
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
な
共

通
点

共
通

点
共

通
点

共
通

点
を
つ
く
る

統
一

感
を

持
た

せ
る

統
一

感
を

持
た

せ
る

統
一

感
を

持
た

せ
る

統
一

感
を

持
た

せ
る

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
と
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
設
定

①
水
環
境
保
全
の
大
切
さ

②
維

持
管

理
（

保
守

点
検

・
清

掃
・

法
定

検
査

）
の

内
容

と
実

施
②

維
持

管
理

（
保

守
点

検
・

清
掃

・
法

定
検

査
）

の
内

容
と

実
施

②
維

持
管

理
（

保
守

点
検

・
清

掃
・

法
定

検
査

）
の

内
容

と
実

施
②

維
持

管
理

（
保

守
点

検
・

清
掃

・
法

定
検

査
）

の
内

容
と

実
施

③
市

町
へ

の
浄

化
槽

設
置

等
の

届
出

，
報

告
の

手
続

き
③

市
町

へ
の

浄
化

槽
設

置
等

の
届

出
，

報
告

の
手

続
き

③
市

町
へ

の
浄

化
槽

設
置

等
の

届
出

，
報

告
の

手
続

き
③

市
町

へ
の

浄
化

槽
設

置
等

の
届

出
，

報
告

の
手

続
き

④
浄

化
槽

の
正

し
い

使
用

④
浄

化
槽

の
正

し
い

使
用

④
浄

化
槽

の
正

し
い

使
用

④
浄

化
槽

の
正

し
い

使
用

⑤
法
定
検
査
結
果
が
不
適
正
の
場
合
の
必
要
な
改
善
等
の
対
応

⑥
単
独
処
理
浄
化
槽
と
合
併
処
理
浄
化
槽
の
違
い
（
水
環
境
へ
の
影
響
）
，
合
併
処
理

浄
化
槽
へ
の
転
換

等

6

４
．
住
民
へ
の
啓
発
事
項

今
回
の
重
点

今
回
の
重
点

今
回
の
重
点

今
回
の
重
点

サ
ブ
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
を
設
定
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浄
化

槽
を

使
用

さ
れ

る
皆

様
に

は
，

浄
化

槽
を

使
用

さ
れ

る
皆

様
に

は
，

浄
化

槽
を

使
用

さ
れ

る
皆

様
に

は
，

浄
化

槽
を

使
用

さ
れ

る
皆

様
に

は
，

「
保

守
点

検
」

「
清

掃
」

「
法

定
検

査
」

の
約

束
が

あ
り

ま
す

。
の

約
束

が
あ

り
ま

す
。

の
約

束
が

あ
り

ま
す

。
の

約
束

が
あ

り
ま

す
。

～
維

持
管

理
の

３
つ

の
約

束
～

～
維

持
管

理
の

３
つ

の
約

束
～

～
維

持
管

理
の

３
つ

の
約

束
～

～
維

持
管

理
の

３
つ

の
約

束
～

～
サ

ブ
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
～

～
サ

ブ
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
～

～
サ

ブ
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
～

～
サ

ブ
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
～

・
ポ
ス
タ
ー

⇒
関
係
事
業
者
・
県
・
市
町
の
庁
舎
等
に
啓
示

・
ス

テ
ッ

カ
ー

ス
テ

ッ
カ

ー
ス

テ
ッ

カ
ー

ス
テ

ッ
カ

ー
⇒

関
係

事
業

者
関

係
事

業
者

関
係

事
業

者
関

係
事

業
者
・
県
・
市
町
の

業
務

車
両

に
貼

付
け

業
務

車
両

に
貼

付
け

業
務

車
両

に
貼

付
け

業
務

車
両

に
貼

付
け

・
懸
垂
幕

⇒
県
庁
舎
に
掲
示

・
チ

ラ
シ

チ
ラ

シ
チ

ラ
シ

チ
ラ

シ
⇒

主
に

工
事

業
者

工
事

業
者

工
事

業
者

工
事

業
者
か
ら
の
説
明
に
活
用

・
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
⇒
主
に

保
守

点
検

保
守

点
検

保
守

点
検

保
守

点
検

・・・ ・
清

掃
業

者
清

掃
業

者
清

掃
業

者
清

掃
業

者
か
ら
の
説
明
に
活
用

・
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
⇒
市
町
か
ら
の
説
明
資
料

５
．
啓
発
素
材
を
活
用
し
た
関
係
者
の
協
力
に
よ
る
啓
発
活
動

○
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

浄
化

槽
く

ん
浄

化
槽

く
ん

浄
化

槽
く

ん
浄

化
槽

く
ん

○
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

「「「 「
浄

化
槽

は
浄

化
槽

は
浄

化
槽

は
浄

化
槽

は
き

ち
ん

と
使

っ
て

き
ち

ん
と

使
っ

て
き

ち
ん

と
使

っ
て

き
ち

ん
と

使
っ

て
き

れ
い

な
水

に
き

れ
い

な
水

に
き

れ
い

な
水

に
き

れ
い

な
水

に
」」」 」

（
○

サ
ブ

キ
ャ

ッ
チ

フ
レ

ー
ズ

～
維
持
管
理
の
３
つ
の
約
束
～

～
維
持
管
理
の
３
つ
の
約
束
～

～
維
持
管
理
の
３
つ
の
約
束
～

～
維
持
管
理
の
３
つ
の
約
束
～

浄
化
槽
を
使
用
さ
れ
る
皆
様
に
は

浄
化
槽
を
使
用
さ
れ
る
皆
様
に
は

浄
化
槽
を
使
用
さ
れ
る
皆
様
に
は

浄
化
槽
を
使
用
さ
れ
る
皆
様
に
は
，，， ，

「「「 「
保
守
点
検

保
守
点
検

保
守
点
検

保
守
点
検
」」」 」
「「「 「
清
掃

清
掃
清
掃

清
掃
」」」 」
「「「 「
法
定
検
査

法
定
検
査

法
定
検
査

法
定
検
査
」」」 」
の
約
束
が
あ
り
ま
す

の
約
束
が
あ
り
ま
す

の
約
束
が
あ
り
ま
す

の
約
束
が
あ
り
ま
す
。。。 。
）

浄化槽管理者の理解

○○○ ○
関
係
者
の
協
力
し
た
啓
発
活
動
を
印
象
付
け

関
係
者
の
協
力
し
た
啓
発
活
動
を
印
象
付
け

関
係
者
の
協
力
し
た
啓
発
活
動
を
印
象
付
け

関
係
者
の
協
力
し
た
啓
発
活
動
を
印
象
付
け

○○○ ○
関
係
者
の
協
力
し
た
維
持
管
理
の
説
明

関
係
者
の
協
力
し
た
維
持
管
理
の
説
明

関
係
者
の
協
力
し
た
維
持
管
理
の
説
明

関
係
者
の
協
力
し
た
維
持
管
理
の
説
明

8
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チ
ラ
シ

第
１
段
階
の
啓
発
素
材

第
１
段
階
の
啓
発
素
材

第
１
段
階
の
啓
発
素
材

第
１
段
階
の
啓
発
素
材

＜
伝
え
た
い
点
＞

①
維
持
管
理
に
は
「
保
守
点
検
」
「
清
掃
」
「
法
定
検
査
」
の
３
つ
あ
る
こ
と

②
専
門
業
者
ま
た
は
検
査
機
関
に
そ
れ
ぞ
れ
自
分
で
頼
む
こ
と

６
．
啓
発
素
材
①

1
0

チ
ラ
シ
（
表
面
）
①

○○○ ○
３
つ
の
維
持
管
理
を
３
人
の
こ
ど
も
で
表
現

３
つ
の
維
持
管
理
を
３
人
の
こ
ど
も
で
表
現

３
つ
の
維
持
管
理
を
３
人
の
こ
ど
も
で
表
現

３
つ
の
維
持
管
理
を
３
人
の
こ
ど
も
で
表
現
○○○ ○

＜
ね
ら
い
＞
視
覚
的
に

＜
ね
ら
い
＞
視
覚
的
に

＜
ね
ら
い
＞
視
覚
的
に

＜
ね
ら
い
＞
視
覚
的
に
「「「 「
３
つ

３
つ
３
つ

３
つ
」」」 」
を
認
識
し
て
も
ら
い
た
い

を
認
識
し
て
も
ら
い
た
い

を
認
識
し
て
も
ら
い
た
い

を
認
識
し
て
も
ら
い
た
い

維
持

管
理

に
は

３
種

類
あ

る
維

持
管

理
に

は
３

種
類

あ
る

維
持

管
理

に
は

３
種

類
あ

る
維

持
管

理
に

は
３

種
類

あ
る

こ
と
を
し
っ
か
り
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
と
を
し
っ
か
り
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
と
を
し
っ
か
り
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
と
を
し
っ
か
り
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。



1
1

チ
ラ
シ
（
表
面
）
②

～
下
帯
の
内
容
に
つ
い
て
～

○
浄
化
槽
の
機
能
と
維
持
管
理
の
役
割
○

○
浄
化
槽
の
機
能
と
維
持
管
理
の
役
割
○

○
浄
化
槽
の
機
能
と
維
持
管
理
の
役
割
○

○
浄
化
槽
の
機
能
と
維
持
管
理
の
役
割
○

＜
浄
化
槽
の
機
能
＞

＜
浄
化
槽
の
機
能
＞

＜
浄
化
槽
の
機
能
＞

＜
浄
化
槽
の
機
能
＞

微
生
物
と
い
う
生
き
物
の
力
で
汚
れ
を
分
解
し

微
生
物
と
い
う
生
き
物
の
力
で
汚
れ
を
分
解
し

微
生
物
と
い
う
生
き
物
の
力
で
汚
れ
を
分
解
し

微
生
物
と
い
う
生
き
物
の
力
で
汚
れ
を
分
解
し
，，， ，

水
を
き
れ
い
に
す
る

水
を
き
れ
い
に
す
る

水
を
き
れ
い
に
す
る

水
を
き
れ
い
に
す
る
。。。 。

＜
維
持
管
理
の
役
割
＞

＜
維
持
管
理
の
役
割
＞

＜
維
持
管
理
の
役
割
＞

＜
維
持
管
理
の
役
割
＞

・
微
生
物
の
は
た
ら
き
や
す
い
環
境
を
整
え
る
。

・
微
生
物
の
は
た
ら
き
や
す
い
環
境
を
整
え
る
。

・
微
生
物
の
は
た
ら
き
や
す
い
環
境
を
整
え
る
。

・
微
生
物
の
は
た
ら
き
や
す
い
環
境
を
整
え
る
。

・
微
生
物
の
は
た
ら
き
を
保
つ
。

・
微
生
物
の
は
た
ら
き
を
保
つ
。

・
微
生
物
の
は
た
ら
き
を
保
つ
。

・
微
生
物
の
は
た
ら
き
を
保
つ
。

維
持
管
理
は

維
持
管
理
は

維
持
管
理
は

維
持
管
理
は

浄
化
槽
を
使
用
す
る

浄
化
槽
を
使
用
す
る

浄
化
槽
を
使
用
す
る

浄
化
槽
を
使
用
す
る

上
で
必
要
不
可
欠

上
で
必
要
不
可
欠

上
で
必
要
不
可
欠

上
で
必
要
不
可
欠

と
い
う
こ
と
を
伝
え
て

く
だ
さ
い
。

1
2

チ
ラ
シ
（
裏
面
）
①

○
浄
化
槽
を
使
う
上
で
の
ル
ー
ル
○

○
浄
化
槽
を
使
う
上
で
の
ル
ー
ル
○

○
浄
化
槽
を
使
う
上
で
の
ル
ー
ル
○

○
浄
化
槽
を
使
う
上
で
の
ル
ー
ル
○

・・・ ・
浄
化
槽
は

浄
化
槽
は

浄
化
槽
は

浄
化
槽
は
，，， ，
微
生
物
と
い
う
生
き
物
の
力
を
利
用
し
た
汚
水
処
理
設
備

微
生
物
と
い
う
生
き
物
の
力
を
利
用
し
た
汚
水
処
理
設
備

微
生
物
と
い
う
生
き
物
の
力
を
利
用
し
た
汚
水
処
理
設
備

微
生
物
と
い
う
生
き
物
の
力
を
利
用
し
た
汚
水
処
理
設
備

・
維
持
管
理
は
，
微
生
物
の
は
た
ら
き
を
保
つ
た
め
に
重
要

・
維
持
管
理
は
，
微
生
物
の
は
た
ら
き
を
保
つ
た
め
に
重
要

・
維
持
管
理
は
，
微
生
物
の
は
た
ら
き
を
保
つ
た
め
に
重
要

・
維
持
管
理
は
，
微
生
物
の
は
た
ら
き
を
保
つ
た
め
に
重
要

浄
化
槽
法
で
維
持
管
理
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
，

浄
化
槽
法
で
維
持
管
理
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
，

浄
化
槽
法
で
維
持
管
理
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
，

浄
化
槽
法
で
維
持
管
理
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
，

浄
化
槽
を
使
う
者
の
ル
ー
ル
で
あ
る
こ
と

浄
化
槽
を
使
う
者
の
ル
ー
ル
で
あ
る
こ
と

浄
化
槽
を
使
う
者
の
ル
ー
ル
で
あ
る
こ
と

浄
化
槽
を
使
う
者
の
ル
ー
ル
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

を
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

を
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

を
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

～
表
題
に
つ
い
て
～



1
3

チ
ラ
シ
（
裏
面
）
②

～
使
用
者
の
ル
ー
ル
～

○
使
用
者
の
３
つ
の
約
束
○

○
使
用
者
の
３
つ
の
約
束
○

○
使
用
者
の
３
つ
の
約
束
○

○
使
用
者
の
３
つ
の
約
束
○

①①① ①
保
守
点
検
の
委
託

保
守
点
検
の
委
託

保
守
点
検
の
委
託

保
守
点
検
の
委
託

②②② ②
清
掃
の
委
託

清
掃
の
委
託

清
掃
の
委
託

清
掃
の
委
託

③③③ ③
法
定
検
査
の
受
検

法
定
検
査
の
受
検

法
定
検
査
の
受
検

法
定
検
査
の
受
検

を
必
ず
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
必
ず
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
必
ず
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
必
ず
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
伝

え
て

く
だ

さ
い

を
伝

え
て

く
だ

さ
い

を
伝

え
て

く
だ

さ
い

を
伝

え
て

く
だ

さ
い

。。。 。

・
浄
化
槽
は
微
生
物
を
活
用
し
た
設
備
で
維
持
管
理
に
は
専
門
知
識
や
技
能
，
機
材
が
必

要
と
な
る
た
め
，
維
持
管
理
は
専
門
の
業
者
へ
委
託
し
，
法
定
検
査
は
指
定
機
関
で
受

検
し
ま
し
ょ
う
。

・
委
託
や
受
検
の
手
続
き
は
，
そ
れ
ぞ
れ
使
用
者
が
行
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

1
4

チ
ラ
シ
（
裏
面
）
③

～
保
守
点
検
に
つ
い
て
～

○
保
守
点
検
の
業
務
○

○
保
守
点
検
の
業
務
○

○
保
守
点
検
の
業
務
○

○
保
守
点
検
の
業
務
○

・・・ ・
浄

化
槽

の
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
浄

化
槽

の
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
浄

化
槽

の
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
浄

化
槽

の
メ

ン
テ

ナ
ン

ス

浄
化
槽
の
状
態
に
応
じ
て
，
モ
ー
タ
ー
や
ポ

ン
プ
な
ど
の
付
属
機
器
を
調
整
、
修
理
す
る
。

・・・ ・
消

毒
薬

の
補

充
消

毒
薬

の
補

充
消

毒
薬

の
補

充
消

毒
薬

の
補

充

処
理
し
た
水
を
排
出
す
る
前
に
水
を
消
毒
を

す
る
槽
が
あ
り
，
環
境
衛
生
の
確
保
の
た
め
に

消
毒
剤
の
確
認
は
か
か
せ
な
い
。

○○○ ○
回

数
回

数
回

数
回

数
○○○ ○

年
３
回
以
上

※
浄
化
槽
の
規
模
や
種
類
に
よ
っ
て
異
な
る
。

○○○ ○
委

託
に

つ
い

て
委

託
に

つ
い

て
委

託
に

つ
い

て
委

託
に

つ
い

て
○○○ ○

県
ま
た
は
政
令
市
（
広
島
市
，
呉
市
，
福
山

市
）
で
登
録
を
受
け
た
業
者
に
し
か
委
託
で
き

な
い
。



1
5

チ
ラ
シ
（
裏
面
）
④

～
清
掃
に
つ
い
て
～

○
清
掃
の
業
務
○

○
清
掃
の
業
務
○

○
清
掃
の
業
務
○

○
清
掃
の
業
務
○

・・・ ・
汚

泥
の

引
き

抜
き

汚
泥

の
引

き
抜

き
汚

泥
の

引
き

抜
き

汚
泥

の
引

き
抜

き

汚
れ
を
分
解
し
た
後
に
は
泥
状
の
汚
泥
が

生
じ
，
こ
れ
が
浄
化
槽
内
に
溜
ま
り
す
ぎ
る

と
浄
化
槽
の
機
能
低
下
や
悪
臭
の
原
因
と
な

る
た
め
，
定
期
的
に
引
き
抜
く
。

・・・ ・
破

損
の

確
認

破
損

の
確

認
破

損
の

確
認

破
損

の
確

認

汚
泥
を
引
き
抜
く
際
に
し
か
浄
化
槽
内
の

全
体
を
見
ら
れ
な
い
た
め
，
清
掃
時
に
破
損

等
を
確
認
す
る
。

○○○ ○
回

数
回

数
回

数
回

数
○○○ ○

年
１
回
以
上

※
全
ば
っ
気
方
式
は
年
２
階
以
上
で
す
。

○○○ ○
委

託
に

つ
い

て
委

託
に

つ
い

て
委

託
に

つ
い

て
委

託
に

つ
い

て
○○○ ○

市
町
長
の
許
可
を
受
け
た
業
者
に
し
か
委

託
で
き
な
い
。

1
6

チ
ラ
シ
（
裏
面
）
⑤

～
法
定
検
査
に
つ
い
て
～

○○○ ○
法
定
検
査

法
定
検
査

法
定
検
査

法
定
検
査
○○○ ○

・・・ ・
設

置
後

の
水

質
検

査
設

置
後

の
水

質
検

査
設

置
後

の
水

質
検

査
設

置
後

の
水

質
検

査
（（（ （
７

条
検

査
７

条
検

査
７

条
検

査
７

条
検

査
））） ）

浄
化
槽
を
設
置
し
て
使
い
始
め
た
年
に
受
け
る
。

浄
化
槽
が
適
正
に
施
工
さ
れ
機
能
し
て
い
る
か

確
認
す
る
検
査

・・・ ・
定

期
的

な
水

質
検

査
定

期
的

な
水

質
検

査
定

期
的

な
水

質
検

査
定

期
的

な
水

質
検

査
（（（ （
1
1

1
1

1
1

1
1
条

検
査

条
検

査
条

検
査

条
検

査
））） ）

７
条
検
査
の
１
年
後
か
ら
毎
年
受
け
る
。

保
守
点
検
や
清
掃
が
適
正
に
行
わ
れ
て
，
浄
化

槽
の
機
能
が
保
た
れ
て
い
る
か
確
認
す
る
検
査

○○○ ○
回

数
回

数
回

数
回

数
○○○ ○

年
１
回

○○○ ○
検

査
の

手
続

き
検

査
の

手
続

き
検

査
の

手
続

き
検

査
の

手
続

き
○○○ ○

県
知
事
の
指
定
し
た
検
査
機
関
に
申
し
込
む
。

（
公
社
）
広
島
県
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー

（
公
社
）
広
島
県
浄
化
槽
維
持
管
理
協
会



1
7

チ
ラ
シ
（
裏
面
）
⑥

～
維
持
管
理
の
役
割
～

保
守
点
検
・
清
掃

保
守
点
検
・
清
掃

保
守
点
検
・
清
掃

保
守
点
検
・
清
掃

＝＝＝ ＝
浄
化
槽
の
日
常
の
健

康
管

理
健

康
管

理
健

康
管

理
健

康
管

理

法
定
検
査

法
定
検
査

法
定
検
査

法
定
検
査

＝＝＝ ＝
浄
化
槽
の
健

康
診

断
健

康
診

断
健

康
診

断
健

康
診

断

1
8

チ
ラ
シ
（
裏
面
）
⑦

～
そ
の
ほ
か
必
要
と
な
る
手
続
き
～

○○○ ○
市
役
所
・
町
役
場
で
行
う
手
続
き

市
役
所
・
町
役
場
で
行
う
手
続
き

市
役
所
・
町
役
場
で
行
う
手
続
き

市
役
所
・
町
役
場
で
行
う
手
続
き
○○○ ○

浄
化
槽
使
用
者
は

浄
化
槽
使
用
者
は

浄
化
槽
使
用
者
は

浄
化
槽
使
用
者
は
，，， ，
届
出
等
の
事
務
手
続
き
を
あ
ま
り
知
ら
な
い
こ
と
が
多
い
の
で

届
出
等
の
事
務
手
続
き
を
あ
ま
り
知
ら
な
い
こ
と
が
多
い
の
で

届
出
等
の
事
務
手
続
き
を
あ
ま
り
知
ら
な
い
こ
と
が
多
い
の
で

届
出
等
の
事
務
手
続
き
を
あ
ま
り
知
ら
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
，，， ，
次次次 次

の
よ
う
な
手
続
き
が
必
要
な
こ
と
を
伝
え
て
く
だ
さ
い

の
よ
う
な
手
続
き
が
必
要
な
こ
と
を
伝
え
て
く
だ
さ
い

の
よ
う
な
手
続
き
が
必
要
な
こ
と
を
伝
え
て
く
だ
さ
い

の
よ
う
な
手
続
き
が
必
要
な
こ
と
を
伝
え
て
く
だ
さ
い
。。。 。

※※※ ※
詳

細
は

詳
細

は
詳

細
は

詳
細

は
，，， ，

記
載

し
て

あ
る

各
市

町
の

窓
口

に
問

い
合

わ
せ

も
ら

っ
て

く
だ

さ
い

記
載

し
て

あ
る

各
市

町
の

窓
口

に
問

い
合

わ
せ

も
ら

っ
て

く
だ

さ
い

記
載

し
て

あ
る

各
市

町
の

窓
口

に
問

い
合

わ
せ

も
ら

っ
て

く
だ

さ
い

記
載

し
て

あ
る

各
市

町
の

窓
口

に
問

い
合

わ
せ

も
ら

っ
て

く
だ

さ
い

。。。 。

・・・ ・
設

置
届

設
置

届
設

置
届

設
置

届
…
浄
化
槽
を
設
置
す
る
と
き
に
提
出
す
る
も
の

・・・ ・
使

用
開

始
報

告
書

使
用

開
始

報
告

書
使

用
開

始
報

告
書

使
用

開
始

報
告

書
…
浄
化
槽
を
設
置
後
，
浄
化
槽
を
使
い
始
め
た
と
き
に
提
出
す
る
も
の

・・・ ・
管

理
者

変
更

報
告

書
管

理
者

変
更

報
告

書
管

理
者

変
更

報
告

書
管

理
者

変
更

報
告

書
…
浄
化
槽
管
理
者
（
家
主
、
世
帯
主
）
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
に

提
出
す
る
も
の

・・・ ・
廃

止
届

廃
止

届
廃

止
届

廃
止

届
…
使
用
を
や
め
た
と
き
に
提
出
す
る
も
の



1
9

リ
ー
フ
レ
ッ
ト

７
．
啓
発
素
材
②

第
２
段
階
の
啓
発
素
材

第
２
段
階
の
啓
発
素
材

第
２
段
階
の
啓
発
素
材

第
２
段
階
の
啓
発
素
材

＜
伝
え
た
い
点
＞

①
維
持
管
理
は
「
保
守
点
検
」
「
清
掃
」
「
法
定
検
査
」
の
３
つ

②
専
門
業
者
ま
た
は
検
査
機
関
に
そ
れ
ぞ
れ
自
分
で
頼
む
こ
と

＋＋＋ ＋

③
浄
化
槽
の
使
用
上
の
注
意
点

④
浄
化
槽
の
し
く
み

2
0

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
（
1
ペ
ー
ジ
目
）

○
３
つ
の
維
持
管
理
○

○
３
つ
の
維
持
管
理
○

○
３
つ
の
維
持
管
理
○

○
３
つ
の
維
持
管
理
○

視
覚
的
に
「
３
つ
」
を
認

識
し
て
も
ら
う
た
め
，
３

人
の
こ
ど
も
を
活
用

○
使
用
上
の
注
意
○

○
使
用
上
の
注
意
○

○
使
用
上
の
注
意
○

○
使
用
上
の
注
意
○

浄
化
槽
を
使
っ
て
い
く

上
で
日
頃
か
ら
気
を
つ

け
る
こ
と



2
1

～
浄
化
槽
の
し
く
み
と
維
持
管
理
～

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
（
２
ペ
ー
ジ
）

＜
浄
化
槽
の
し
く
み
＞

＜
浄
化
槽
の
し
く
み
＞

＜
浄
化
槽
の
し
く
み
＞

＜
浄
化
槽
の
し
く
み
＞

・
浄
化
槽
の
浄
化
の
主
力
は
「
微
生
物

微
生
物

微
生
物

微
生
物
」

・
微
生
物
が
元
気
に
働
け
る
よ
う
な
環
境

づ
く
り
が
大
切

＜
維
持
管
理
の
役
割
＞

＜
維
持
管
理
の
役
割
＞

＜
維
持
管
理
の
役
割
＞

＜
維
持
管
理
の
役
割
＞

維
持
管
理
は
微
生
物
の
働
き
や
す
い
環
境

を
整
え
，
そ
れ
を
保
つ
こ
と
。

だ
か
ら
…

浄
化
槽
が
し
っ
か
り
機
能
す
る
に
は

浄
化
槽
が
し
っ
か
り
機
能
す
る
に
は

浄
化
槽
が
し
っ
か
り
機
能
す
る
に
は

浄
化
槽
が
し
っ
か
り
機
能
す
る
に
は

維
持
管
理
が
必
要
不
可
欠
で
定
期
的

維
持
管
理
が
必
要
不
可
欠
で
定
期
的

維
持
管
理
が
必
要
不
可
欠
で
定
期
的

維
持
管
理
が
必
要
不
可
欠
で
定
期
的

に
行
う
こ
と
が
と
て
も
大
切

に
行
う
こ
と
が
と
て
も
大
切

に
行
う
こ
と
が
と
て
も
大
切

に
行
う
こ
と
が
と
て
も
大
切
。。。 。

2
2

～
維
持
管
理
の
種
類
と
そ
の
違
い
～

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
（
３
ペ
ー
ジ
）

※
チ
ラ
シ
と
同
様

○○○ ○
使
用
者
の
３
つ
の
約
束

使
用
者
の
３
つ
の
約
束

使
用
者
の
３
つ
の
約
束

使
用
者
の
３
つ
の
約
束
○○○ ○

①①① ①
保
守
点
検
の
委
託

保
守
点
検
の
委
託

保
守
点
検
の
委
託

保
守
点
検
の
委
託

②②② ②
清
掃
の
委
託

清
掃
の
委
託

清
掃
の
委
託

清
掃
の
委
託

③③③ ③
法
定
検
査
の
受
検

法
定
検
査
の
受
検

法
定
検
査
の
受
検

法
定
検
査
の
受
検

を
す
べ
て
行
う
こ
と
が
使
用
者
の
ル
ー
ル

を
す
べ
て
行
う
こ
と
が
使
用
者
の
ル
ー
ル

を
す
べ
て
行
う
こ
と
が
使
用
者
の
ル
ー
ル

を
す
べ
て
行
う
こ
と
が
使
用
者
の
ル
ー
ル

・
３
つ
の
維
持
管
理
は
そ
れ
ぞ
れ
役
割

が
異
な
る
こ
と

・
保
守
点
検
・
清
掃
は
専
門
の
業
者
へ

委
託
，
法
定
検
査
は
検
査
機
関
へ
申
込

み
を
す
る
こ
と
。

・
維
持
管
理
の
委
託
等
の
手
続
き
は
，

そ
れ
ぞ
れ
使
用
者
が
行
う
こ
と
。

と
い
う
こ
と
を
伝
え
て
く
だ
さ
い
。



2
3

～
法
定
検
査
に
つ
い
て
～

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
（
３
ペ
ー
ジ
）

○
１
１
人
槽
以
上
の
浄
化
槽
○

○
１
１
人
槽
以
上
の
浄
化
槽
○

○
１
１
人
槽
以
上
の
浄
化
槽
○

○
１
１
人
槽
以
上
の
浄
化
槽
○

担
当
機
関
：
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー

毎
年
１
回

毎
年
１
回

毎
年
１
回

毎
年
１
回
受
け
る
こ
と
を
説
明
し
て
く
だ

さ
い
。

○○○ ○
１
０
人
槽
以
下
の
浄
化
槽

１
０
人
槽
以
下
の
浄
化
槽

１
０
人
槽
以
下
の
浄
化
槽

１
０
人
槽
以
下
の
浄
化
槽
○○○ ○

ⒶⒶⒶ Ⓐ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
検
査

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
検
査

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
検
査

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
検
査

担
当
機
関
：
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー

ⒷⒷⒷ Ⓑ
効
率
化
検
査

効
率
化
検
査

効
率
化
検
査

効
率
化
検
査

担
当
機
関
：
浄
化
槽
維
持
管
理
協
会

毎
年
１
回

毎
年
１
回

毎
年
１
回

毎
年
１
回

ⒶⒶⒶ Ⓐ
の
検
査
を
５
年
の
う
ち
１
回

の
検
査
を
５
年
の
う
ち
１
回

の
検
査
を
５
年
の
う
ち
１
回

の
検
査
を
５
年
の
う
ち
１
回

ⒷⒷⒷ Ⓑ
の
検
査
を
５
年
の
う
ち
４
回

の
検
査
を
５
年
の
う
ち
４
回

の
検
査
を
５
年
の
う
ち
４
回

の
検
査
を
５
年
の
う
ち
４
回

受
け
る
こ
と
を
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

2
4

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
（
４
ペ
ー
ジ
目
）

Ｑ
２

Ｑ
２
Ｑ
２

Ｑ
２

法
定
検
査
の
不
適
正
判
定

法
定
検
査
の
不
適
正
判
定

法
定
検
査
の
不
適
正
判
定

法
定
検
査
の
不
適
正
判
定

検
査
結
果
が
，
不
適
正
と
な
っ
た
場
合
に

ど
う
し
た
ら
よ
い
か
迷
う
方
が
い
る
。

不
適
正
判
定
と
な
っ
た
と
き
は

不
適
正
判
定
と
な
っ
た
と
き
は

不
適
正
判
定
と
な
っ
た
と
き
は

不
適
正
判
定
と
な
っ
た
と
き
は
，，， ，
ま
ず
維

ま
ず
維

ま
ず
維

ま
ず
維

持
管
理
業
者
へ
相
談
す
る
こ
と

持
管
理
業
者
へ
相
談
す
る
こ
と

持
管
理
業
者
へ
相
談
す
る
こ
と

持
管
理
業
者
へ
相
談
す
る
こ
と

と
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
４

Ｑ
４
Ｑ
４

Ｑ
４

役
所
で
の
手
続
き

役
所
で
の
手
続
き

役
所
で
の
手
続
き

役
所
で
の
手
続
き

役
所
で
手
続
き
が
必
要
な
こ
と
を
知
ら
な

い
方
が
多
い
の
で
，

世
帯
主
が
変
わ
っ
た
と
き
や
浄
化
槽
の
使

世
帯
主
が
変
わ
っ
た
と
き
や
浄
化
槽
の
使

世
帯
主
が
変
わ
っ
た
と
き
や
浄
化
槽
の
使

世
帯
主
が
変
わ
っ
た
と
き
や
浄
化
槽
の
使

用
を
や
め
る
と
き
は
事
務
手
続
き
が
必
要

用
を
や
め
る
と
き
は
事
務
手
続
き
が
必
要

用
を
や
め
る
と
き
は
事
務
手
続
き
が
必
要

用
を
や
め
る
と
き
は
事
務
手
続
き
が
必
要

と
な
る
こ
と
を
伝
え
て
く
だ
さ
い
。



2
5

ポ
ス
タ
ー

８
．
そ
の
他
の
啓
発
素
材

■
サ
イ
ズ
／
A
2

■
仕

様
／
片
面
4
色

■
用

途
／
県
，
市
町
関
係
事
業
者

等
の
施
設
の
掲
出

2
6

ス
テ
ッ
カ
ー

■
サ
イ
ズ
：
縦
1
0
0
㎜
×
横
3
0
0
㎜

■
仕

様
：
剥
が
せ
る
形
式

■
用

途
：
県
，
市
町
，
関
係
事
業
者
等
の
施
設
，
車
両
に
貼
付



2
7

懸
垂
幕

■
用

途
：
県
庁
舎
に
掲
示

■
掲
示
時
期
：
９
～
１
０
月

2
8

※※※ ※
浄

化
槽

浄
化

槽
浄

化
槽

浄
化

槽
の

日
の

日
の

日
の

日
と

は
と

は
と

は
と

は

浄
化
槽
法
が
平
成
6
0
年
1
0
月
１
日
に
全
面
施
行
さ
れ
た
こ
と
を
記
念
し
，
浄
化
槽
の
普

及
促
進
等
を
通
じ
，
公
共
用
水
域
の
水
質
保
全
等
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
，
昭
和

6
2
年
に
厚
生
省
，
建
設
省
，
環
境
庁
の
主
唱
に
よ
り
1
0
月
1
日
を
「
浄
化
槽
の
日
」
と
定

め
，
全
国
で
関
連
行
事
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

１
０
月
１
日
「
浄
化
槽
の
日
」
に
ち
な
み
，
県
で
は
１
０
月
を
浄
化
槽
月
間
と
し
て
，

１
０
月
１
日
「
浄
化
槽
の
日
」
に
ち
な
み
，
県
で
は
１
０
月
を
浄
化
槽
月
間
と
し
て
，

１
０
月
１
日
「
浄
化
槽
の
日
」
に
ち
な
み
，
県
で
は
１
０
月
を
浄
化
槽
月
間
と
し
て
，

１
０
月
１
日
「
浄
化
槽
の
日
」
に
ち
な
み
，
県
で
は
１
０
月
を
浄
化
槽
月
間
と
し
て
，

毎
年
，
浄
化
槽
に
対
す
る
正
し
い
知
識
な
ど
の
普
及
啓
発
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

毎
年
，
浄
化
槽
に
対
す
る
正
し
い
知
識
な
ど
の
普
及
啓
発
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

毎
年
，
浄
化
槽
に
対
す
る
正
し
い
知
識
な
ど
の
普
及
啓
発
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

毎
年
，
浄
化
槽
に
対
す
る
正
し
い
知
識
な
ど
の
普
及
啓
発
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

９
．
啓
発
の
取
組
時
期※※※ ※

共
通
の
啓
発
素
材
を
活
用
し
た
１
０
月
か
ら
の
啓
発
に
御
協
力

啓
発
に
御
協
力

啓
発
に
御
協
力

啓
発
に
御
協
力

ををを を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
，
浄
化
槽
月
間
の
終
了
後
も
，
継

続
し
た
啓

発
の

実
施

継
続

し
た
啓

発
の

実
施

継
続

し
た
啓

発
の

実
施

継
続

し
た
啓

発
の

実
施

を
お
願
い
し
ま
す
。

１
０
月

の
「
浄

化
槽

月
間

」
１
０
月

の
「
浄

化
槽

月
間

」
１
０
月

の
「
浄

化
槽

月
間

」
１
０
月

の
「
浄

化
槽

月
間

」
か
ら
開
始
！



2
9

１
０
．
配
布
に
つ
い
て

○
配
布
物
，
部
数

説
明
会
終
了
後
，
１
０
月
初
旬
ご
ろ
に
送
付
し
ま
す
。

チ
ラ

シ
チ

ラ
シ

チ
ラ

シ
チ

ラ
シ

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

ス
テ

ッ
カ

ー
ス

テ
ッ

カ
ー

ス
テ

ッ
カ

ー
ス

テ
ッ

カ
ー

保
守
点
検
業
者

－
○

○

清
掃
業
者

－
○

○

工
事
業
者

○
－

－

○
配
布
予
定
の
な
い
素
材
に
つ
い
て

ポ
ス
タ
ー
を
含
め
上
記
３
種
類
の
う
ち
配
布
予
定
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
，
掲
示
な
ど
に
御
協
力
い
た
だ
け
る
場
合
は
，

別
途
，
送
付
し
ま
す
の
で
広
島
県
環
境
県
民
局
循
環
型
社
会
課
ま
で
御
連
絡
く
だ
さ
い
。

○○○ ○
連
絡
先

連
絡
先

連
絡
先

連
絡
先
○○○ ○

広
島
県
環
境
県
民
局
循
環
型
社
会
課

広
島
県
環
境
県
民
局
循
環
型
社
会
課

広
島
県
環
境
県
民
局
循
環
型
社
会
課

広
島
県
環
境
県
民
局
循
環
型
社
会
課

一
般
廃
棄
物
グ
ル
ー
プ

一
般
廃
棄
物
グ
ル
ー
プ

一
般
廃
棄
物
グ
ル
ー
プ

一
般
廃
棄
物
グ
ル
ー
プ

０
８
２
－
５
１
３
－
２
９
５
８

０
８
２
－
５
１
３
－
２
９
５
８

０
８
２
－
５
１
３
－
２
９
５
８

０
８
２
－
５
１
３
－
２
９
５
８

１
１
．
関
係
者
の
協
力
し
た
啓
発
活
動
の
効
果

※
継
続
し
た
啓
発
活
動
へ
の
御
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
浄
化
槽
管
理
者
の
御
意
見
等
は
，
県
・
市
町
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
お
願
い
し
ま
す
。

3
0

浄化槽管理者の理解

関係者が協力した啓発活動

浄化槽による水環境の保全

啓
発
・

説
明

浄
化
槽
の

適
正
な
設
置
・

維
持
管
理

浄
化
槽
の

活
用
促
進

恒久的汚水処理施設としての

社会的信頼の向上



3
1

環
境

県
民

局
循

環
型

社
会

課


